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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１０月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２４年７月９日 １９時００分ごろ～７月１０日 ０７時

３５分ごろ） 

発生場所 不明（山口県阿武町宇田島北西方沖～宇田島西方沖の間） 

事故調査の経過  平成２４年７月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 勲
いさお

丸、３.９トン 

 ＹＧ３－５２６６２（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.５１ｍ（Lr）×２.１８ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和６３年３月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年５月１４日 

  免許証交付日 平成２３年６月９日 

         （平成２８年７月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、いか釣り漁のために平成２４年７

月９日１７時００分ごろ山口県萩市大井漁港を出港したのを岸壁にい

た人に目撃され、宇田島北西方沖約１.４km の漁場にいるところを僚

船に目撃された。 

船長は、いつもは操業を終えると翌日の０２時００分～０３時００

分ごろ萩市の自宅に帰っていたが、家族が、１０日０６時３０分ごろ

帰っていないことに気付き、０７時００分ごろ所属漁業協同組合（以

下「組合」という。）に連絡した。 

組合は、０７時０５分ごろ組合員に本船の捜索に向かうよう指示を

行い、僚船１６隻が捜索していたところ、０７時３５分ごろ僚船の１

隻が宇田島西方沖約１km において無人の本船を発見したので、そのこ

とを組合に連絡し、組合が０７時４２分ごろ海上保安庁に通報した。

本船は、発見されたとき、パラシュート型シーアンカー（以下「シ



- 2 - 

ーアンカー」という。）のロープがプロペラに巻き付き、操縦ハンド

ルが微速力前進の位置であったが、主機は停止し、錨は引き揚げられ

た状態であった。 

また、組合員は、シーアンカーの投下及び集魚灯の点灯による操業

の開始を日没からと決められ、操業開始までは他船に位置を知らせる

ためにマスト頂部の回転灯を点灯するよう決められていたが、本船

は、発見されたとき、回転灯が点灯し、集魚灯のスイッチが入ってい

なかった。 

船長は、０９時２５分ごろ、宇田島北方沖約１.３km において、う

つ伏せの状態で漂流しているところを巡視艇によって発見され、揚収

後、萩海上保安署に搬送されて死亡が確認された。 

船長の死因は、溺死であり、右下腿部にロープが絡まったような圧

迫痕を認めたと検案された。 

 気象・海象 

 

気象（萩特別地域気象観測所） 

７月９日１９時３０分 天気 曇り、風向 西、風速 約０.５m/s

海象：海上 平穏 

萩市の７月９日の日没時刻：１９時３０分 

 その他の事項 

 

 本船は、船尾甲板にシーアンカーを置いており、船尾から手動によ

り投下していた。 

組合には、本船と同型のいか釣り漁船（以下「同型漁船」とい

う。）が、本事故当時、約２０隻所属していた。 

同型漁船は、宇田島付近の漁場まで約２時間かけて航行していた。

同型漁船は、約２０年前まで、船首側にいけすがあること、航走中

に船首から波が入り込むとシーアンカーが浮き上がって移動すること

などから、全船が船尾甲板にシーアンカーを置き、そのロープ端を船

首のたつに結んで船尾からシーアンカーを投下していたが、船尾から

投下するとプロペラに巻き付く虞があるため、次第に船首から投下す

る船が多くなり、本事故当時、船尾から投下するのは、本船を含めて

２隻だけであった。 

同型漁船は、シーアンカーを船尾から投下する際、風や潮流の状況

によってシーアンカーが船体に近寄り、そのロープ等がプロペラに巻

き付かないよう操縦ハンドルを前進又は後進に操作するが、シーアン

カーのロープ等がプロペラに巻き付いたことによる人身事故はこれま

でになかった。 

同型漁船は、組合で決められた操業開始時刻の日没ごろ、シーアン

カーを投下したのちに集魚灯を点灯していた。 

救命胴衣は、操舵室に２個保管してあったが、船長は発見されたと

きは救命胴衣を着用していなかった。 

船長は、酒を飲んでいなかった。 

船長は、スポーツシャツにカッパズボンを着用し、長靴を履いてい
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た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

不明 

船長の死因は、溺水であった。 

本船は、９日１９時００分ごろ宇田島北西方沖の漁場にいたところ

を目撃され、１０日０７時３５分ごろ、宇田島西方沖おいて、プロペ

ラにシーアンカーのロープが巻き付き、無人の状態で本船が発見さ

れ、別の場所で発見された船長の右下腿部にロープが絡まったような

圧迫痕が認められたことから、この間において、本船が、船尾からシ

ーアンカーの投下作業中、シーアンカーのロープがプロペラに巻き付

き、船長が、右下腿部にシーアンカーのロープが絡まったことから、

落水した可能性があると考えられる。 

船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、宇田島北西方沖において船尾からシーアンカー

の投下作業中、シーアンカーのロープがプロペラに巻き付き、船長

が、右下腿部にシーアンカーのロープが絡まったため、落水したこと

により発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・シーアンカーは、ロープ等がプロペラに巻き付くことのないよう

船首から投下すること。 

 ・シーアンカーは、投下する際にロープ等が足に絡まないよう整理

しておくこと。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 




